
（別表）

空き缶、空き瓶等回収当番表

物件番号 回収月 範囲

1 ４月１日　～　６月３０日 谷山電車停留場全体

2 ７月１日　～　９月３０日 谷山電車停留場全体

3 １０月１日　～　１１月３０日 谷山電車停留場全体

4 １２月１日　～　１月３１日 谷山電車停留場全体

5 ２月１日　～　３月３１日 谷山電車停留場全体

※ 　物件番号１から物件番号５に自動販売機を設置する設置事業者は、回収月及び範囲にお
いて、空き缶、空き瓶等の回収を行うものとする。
　貸付の契約をしない物件番号が発生した場合は、回収月の変更をする場合があります。


